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中
井
履
軒
『
通
語
』
初
探　
―
民
衆
の
徳
性
を
中
心
に
―

黑　

田　

秀　

教

一
、
は
じ
め
に

懐
徳
堂
の
黄
金
期
の
片
翼
を
担
っ
た
中
井
履
軒
は
史
学
に
も
大

い
に
関
心
を
寄
せ
て
お
り
、『
史
記
雕
題
』な
ど
の
史
書
注
釈
の
外
、

日
本
の
歴
史
に
関
す
る
著
作
も
多
数
遺
し
て
い
る
。
し
か
し
、
履

軒
の
経
学
に
関
す
る
研
究
は
近
年
積
み
重
ね
ら
れ
て
来
て
い
る
も

の
の
、
そ
の
史
学
に
関
す
る
研
究
は
意
外
な
ほ
ど
に
少
な
い
。

そ
の
結
果
、
履
軒
の
史
学
に
つ
い
て
は
四
十
年
以
上
昔
に
出
さ

れ
た
概
要
が
、
今
も
諸
研
究
に
参
照
さ
れ
続
け
、
時
に
研
究
の
方

向
性
を
指
し
示
し
て
い
る
場
合
も
見
受
け
ら
れ
る
。
勿
論
、
重
要

な
研
究
成
果
は
時
を
超
え
て
も
色
合
い
を
失
わ
な
い
も
の
で
あ

り
、か
か
る
事
態
が
即
座
に
問
題
が
あ
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
、
数
十
年
に
渉
っ
て
研
究
の
出
発
点
が
変
化
し
て
い
な

い
と
い
う
の
も
、
や
は
り
停
滞
を
意
味
し
て
い
よ
う
。
実
際
に
、

履
軒
の
史
学
思
想
に
つ
い
て
は
従
来
の
見
解
に
修
正
す
べ
き
点
が

あ
る
こ
と
を
、
論
者
は
嘗
て
履
軒
『
辨
妄
』
を
用
い
、
そ
の
日
本

古
代
及
び
一
系
の
皇
統
に
関
す
る
履
軒
の
史
観
に
つ
い
て
論
じ
た

こ
と
が
あ
る（

１
）。

本
論
で
取
り
上
げ
る
『
通
語
』
も
、
履
軒
の
代
表
的
著
書
と
し

て
屡
々
言
及
さ
れ
、
明
治
時
代
に
は
小
学
校
教
科
書
と
し
て
採
用

さ
れ（

２
）、

多
数
の
注
釈
書
が
作
成
さ
れ
る
な
ど
し
た（

３
）、

か
な
り
の
流

通
が
あ
っ
た
史
書
で
あ
る
。
そ
の
構
成
は
、
保
元
・
平
治
の
乱
を

記
し
た
「
保
元
語
」「
平
治
語
」、
平
氏
の
盛
衰
を
扱
う
「
平
語
上
・

下
」、
源
氏
三
代
を
記
し
た
「
東
語
上
・
中
・
下
」、
建
武
の
中
興

を
述
べ
た「
元
弘
語
」「
延
元
語
」、そ
し
て
南
朝
を
記
し
た「
南
語
」

か
ら
な
る
、
全
十
篇
で
あ
る
。

王
朝
か
ら
武
家
へ
と
政
権
が
委
譲
さ
れ
る
と
い
う
日
本
史
上
の

転
換
期
を
扱
っ
て
お
り
、
各
篇
の
冒
頭
や
末
尾
な
ど
に
「
野
史
氏

曰
く
」
と
し
て
、
履
軒
の
論
評
が
語
ら
れ
て
い
る
の
が
特
徴
で
あ
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る
。
武
家
政
権
が
確
立
さ
れ
て
ゆ
く
時
代
を
取
り
扱
っ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
履
軒
の
眼
差
し
が
天
下
を
統
治
す
る
根
拠
に
向
け
ら
れ

て
い
る
で
あ
ろ
う
こ
と
は
、
想
像
す
る
に
難
く
な
か
ろ
う
。
し
か

し
、
そ
の
史
論
の
特
色
に
つ
い
て
は
、
先
述
し
た
如
く
今
も
旧
説

が
土
台
と
な
っ
て
お
り
、
再
検
討
す
べ
き
点
が
あ
る
よ
う
に
思
わ

れ
る
。

そ
こ
で
本
論
で
は
、
履
軒
『
通
語
』
に
つ
い
て
、
先
ず
旧
説
を

確
認
し
た
後
、
次
に
野
史
氏
の
言
に
着
目
し
て
、
履
軒
が
『
通
語
』

を
著
述
す
る
際
に
設
定
し
た
問
題
意
識
を
検
討
す
る
こ
と
で
、
そ

の
史
論
の
特
色
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
て
ゆ
く（

４
）。

二
、
履
軒
『
通
語
』
の
旧
説

『
通
語
』
の
基
礎
的
情
報
、
並
び
に
履
軒
の
史
論
に
関
す
る
概

要
を
整
理
し
た
の
は
、『
中
井
竹
山
・
中
井
履
軒（

５
）』

に
収
録
さ
れ

て
い
る
山
中
浩
之
の
論
考
で
あ
る
。「
六
、
中
井
履
軒
の
思
想　

３　

史
学
」
に
は
、
主
に
『
通
語
』
と
『
辨
妄
』
と
が
取
り
上
げ

ら
れ
、
履
軒
の
史
論
に
つ
い
て
検
討
さ
れ
て
い
る
。
以
下
、
山
中

の
叙
述
す
る
『
通
語
』
の
概
略
及
び
特
徴
に
つ
い
て
見
て
い
っ
て

み
よ
う
。

『
通
語
』
の
著
述
時
期
に
つ
い
て
は
、
清
水
中
州
の
序
文
や
、

竹
山
の
書
簡
か
ら
明
和
年
間
（
西
暦
一
七
六
四
～
一
七
七
二
）
の

初
期
に
一
先
ず
は
成
立
し
た
後
、
頼
春
水
の
記
事
に
尾
藤
二
洲
の

論
定
を
受
け
て
い
る
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
明
和
七
年
～
八
年
ご
ろ

に
定
ま
っ
た
の
で
あ
ろ
う
と
し
て
い
る
。
そ
う
し
た
こ
と
か
ら
、

『
通
語
』
は
履
軒
早
期
の
著
作
で
あ
る
と
位
置
付
け
ら
れ
る
。

そ
の
上
で
、『
通
語
』
に
見
え
る
史
観
の
特
色
は
、
王
政
を
正

統
と
し
て
お
り
、
名
分
的
秩
序
を
重
ん
ず
る
観
念
が
貫
徹
し
て
い

る
と
指
摘
す
る
。
そ
し
て
王
朝
が
衰
退
し
政
権
を
喪
失
し
た
原
因

は
、
名
分
を
王
朝
自
身
が
崩
し
た
点
に
あ
る
が
、
一
方
で
武
家
が

政
権
を
得
て
正
統
性
を
担
保
さ
れ
る
理
由
は
、
武
家
が
「
仁
政
」

に
よ
っ
て
人
心
を
得
た
か
ら
で
あ
り
、
逆
に
後
醍
醐
天
皇
が
政
権

を
喪
失
し
た
の
は
足
利
尊
氏
の
謀
反
が
原
因
な
の
で
は
な
く
、
天

皇
が
民
に
苦
し
み
を
強
い
た
か
ら
で
あ
っ
た
と
、
履
軒
の
見
解
を

纏
め
る
。

こ
れ
を
要
す
る
に
、『
通
語
』
と
は
「
名
分
的
秩
序
観
」
と
「
仁

政
観
」
と
が
論
評
の
基
軸
と
さ
れ
る
。
ま
た
両
者
の
関
係
は
、
民

を
思
い
や
る
こ
と
で
人
心
を
得
る
と
い
う
仁
政
が
、
名
分
的
秩
序

の
正
統
性
を
担
保
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
と
整
理
さ
れ
て
い

る
。さ

て
、
こ
う
し
た
『
通
語
』
の
特
色
で
あ
る
が
、
名
分
的
秩
序

や
仁
政
の
重
視
は
、
儒
者
と
し
て
は
取
り
立
て
て
特
徴
的
と
は
言

い
難
い
見
解
で
あ
ろ
う
。
当
然
な
が
ら
山
中
も
、「
儒
者
の
歴
史

観
と
し
て
と
く
に
独
自
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
か
も
し
れ
な
い（

６
）」
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と
述
べ
て
い
る
が
、
し
か
し
、
経
学
研
究
の
進
展
に
よ
り
、
履
軒

の
歴
史
観
は
変
化
し
て
い
っ
た
と
す
る
。

そ
れ
は
、『
弊
帚
続
篇
』
に
収
録
さ
れ
る
「
義
貞
論
」
や
「
甲

越
論
」
で
は
、
歴
史
を
名
分
・
道
徳
に
関
係
な
く
、
欲
に
衝
き
動

か
さ
れ
る
人
間
行
為
か
ら
捉
え
よ
う
と
し
て
お
り
、
履
軒
は
「
自

身
の
思
想
的
成
熟
に
伴
な
い
、
時
代
と
人
間
と
を
リ
ア
ル
に
直
視

し
よ
う
と
す
る
よ
う
に
な
っ
て
い
っ
た（

７
）」

と
す
る
の
で
あ
る
。

以
上
が
『
通
語
』
に
見
え
る
履
軒
の
史
観
と
さ
れ
、
こ
れ
が
今

日
も
踏
襲
さ
れ
て
き
て
い
る
。山
中
が
描
写
し
た
履
軒
の
史
論
は
、

大
枠
に
お
い
て
外
れ
て
い
る
と
い
う
わ
け
で
は
な
い
。
な
お
、
時

野
谷
勝
も
履
軒
の
史
論
は
実
践
道
徳
を
重
視
す
る
と
い
う
点
に
視

線
を
向
け
て
お
り（

８
）、

履
軒
の
史
論
を
道
徳
性
の
重
視
か
ら
理
解
す

る
こ
と
は
、
履
軒
が
儒
者
で
あ
る
こ
と
も
相
俟
っ
て
「
常
識
」
的

見
解
と
も
評
せ
よ
う
。

し
か
し
、『
通
語
』
野
史
氏
の
言
を
見
て
ゆ
く
と
、
従
来
注
目

さ
れ
な
か
っ
た
に
も
関
わ
ら
ず
、
履
軒
が
一
貫
し
て
眼
差
し
を
向

け
る
重
要
な
論
点
が
他
に
も
存
在
す
る
こ
と
に
気
付
く
。そ
れ
は
、

政
権
が
武
家
に
移
り
な
が
ら
も
、
何
故
皇
統
は
断
た
れ
な
か
っ
た

の
か
、
近
代
以
後
の
用
語
で
言
う
な
ら
ば
、
万
世
一
系
の
皇
統
を

維
持
す
る
根
源
に
対
す
る
眼
差
し
で
あ
る
。

そ
こ
で
、
以
下
こ
の
点
に
つ
い
て
検
討
し
、
旧
説
の
修
正
を
試

み
た
い
。

三
、『
通
語
』
に
お
け
る
民
衆
観

『
通
語
』
冒
頭
の
保
元
語
は
為
政
者
階
層
に
お
け
る
一
族
内
部
の

相
尅
に
、
続
く
平
治
語
は
君
臣
の
有
り
様
に
履
軒
が
眼
差
し
を
向

け
て
い
る
の
は
、各
語
の
野
史
氏
の
言
に
一
目
瞭
然
と
な
っ
て
い
る
。

野
史
氏
曰
く
、『
詩
』
に
云
へ
ら
く
、「
兄
弟
既
に
翕あ

ひ
、
和

樂
し
て
且
つ
耽た

の

し
」
と
は
、
其
の
相
ひ
愛
す
る
を
言
ふ
な
り
。

「
脊
令 

原
に
在
り
、
兄
弟
難
を
急
に
す
」
と
は
、
其
の
相
ひ

親
し
む
を
言
ふ
な
り
。「
兄
弟
鬩げ

き

牆
す
る
も
、
外
其
の
侮
り

を
禦
ぐ
」
と
は
、
其
の
親
愛
は
天
よ
り
出
づ
る
を
言
ふ
な
り
。

君
子
の
道
に
他
無
し
、
能
く
其
の
天
を
天
と
す
る
の
み
。
小

人
は
則
ち
翅
だ
其
の
天
を
天
と
す
る
こ
と
能
は
ざ
る
の
み
な

ら
ず
、
又
た
人
を
し
て
其
の
天
を
天
と
す
る
こ
と
能
は
ざ
ら

し
む
、
故
に
君
子
は
保
元
の
故
を
鍳
と
し
て
懼
る
る
有
り
。

保
元
の
變
は
、
兄
弟
相
ひ
奪
ふ
よ
り
始
ま
り
、
父
子
相
ひ
賊

す
に
終
は
れ
ば
、
則
ち
其
の
天
安
く
に
か
在
ら
ん
や
。
然
り

と
雖
も
亂
の
由
る
所
を
跡た

づ

ぬ
れ
ば
、其
の
來
る
こ
と
漸
く
す
。

乃
ち
實
に
適
庶
辨
無
き
よ
り
生
ず
れ
ば
、
則
ち
獨
り
夫
人
の

子
罪
有
り
と
爲
さ
ざ
る
な
り
。
嗚
乎
禮
の
以
て
廢
す
可
か
ら

ざ
る
こ
と
斯
く
の
如
き
か
。（
平
治
語（

９
））
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天
に
由
来
す
る
父
子
兄
弟
の
間
の
親
愛
を
無
み
し
て
相
い
争
う

こ
と
は
、
人
々
に
人
倫
を
守
ら
せ
る
こ
と
す
ら
で
き
な
く
な
る
。

な
お
、
保
元
語
末
尾
の
野
史
氏
の
言
は
こ
れ
に
対
応
す
る
か
の
如

く
、
源
義
朝
が
父
や
弟
を
戮
殺
し
た
こ
と
に
対
し
て
こ
れ
を
不
仁

で
あ
る
と
歎
く
も
の
で
あ
る
。

続
く
平
治
語
で
は
君
臣
の
有
り
様
に
つ
い
て
論
じ
て
お
り
、
要

す
る
に
『
通
語
』
冒
頭
の
保
元
・
平
治
の
乱
を
通
じ
て
、
履
軒
は

為
政
者
間
に
お
け
る
父
子
兄
弟
君
臣
の
混
乱
こ
そ
が
王
政
を
廃
れ

さ
せ
る
契
機
と
し
て
注
目
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

な
お
、
各
語
の
野
史
氏
の
言
に
は
父
子
兄
弟
君
臣
に
つ
い
て
論

ず
る
も
の
が
多
く
、こ
れ
が『
通
語
』全
体
を
通
じ
て
一
つ
の
テ
ー

マ
と
な
っ
て
い
る
こ
と
が
了
解
さ
れ
る
。
勿
論
、
人
倫
の
重
視
は

儒
者
と
し
て
至
極
当
然
の
こ
と
で
あ
る
こ
と
は
言
を
俟
た
な
い

が
、
履
軒
と
し
て
は
、
父
子
兄
弟
君
臣
と
い
う
人
倫
の
正
し
き
あ

り
方
を
下
々
に
教
え
示
せ
る
こ
と
こ
そ
が
、
為
政
者
の
第
一
の
資

格
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
に
な
ろ
う
。

す
る
と
、
実
は
民
を
慈
し
む
と
い
う
仁
政
の
位
置
づ
け
は
、
為

政
者
が
政
権
を
得
る
た
め
の
条
件
と
し
て
最
優
先
で
は
な
か
っ
た

の
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
念
が
生
じ
る
。

実
は
こ
れ
を
裏
付
け
る
が
如
く
、
上
に
立
つ
者
が
下
の
者
の
心

を
得
て
政
権
を
得
る
手
段
は
、
仁
政
に
限
定
さ
れ
て
い
な
い
。
そ

れ
を
物
語
る
の
が
、
平
治
語
の
末
尾
の
野
史
氏
の
言
で
あ
る
。

野
史
氏
曰
く
、
昔
者
彌
子
瑕
の
衞
君
に
寵
せ
ら
る
る
や
、
君

の
駕
を
矯
り
て
罪
無
く
、
翻
つ
て
以
て
賢
と
爲
し
、
餘
桃
を

獻
じ
て
怒
ら
ず
、
以
て
己
れ
を
愛
す
と
爲
す
。
其
の
愛
弛
む

に
及
ぶ
や
、
之
の
二
者
は
皆
な
戮
資
と
爲
る
。
是
れ
其
の
理

然
る
な
り
。
余
獨
り
平
治
の
故
に
惑
ふ
。
嗚
乎
上
皇
の
信
賴

に
溺
す
る
こ
と
、
亦
た
甚
だ
し
か
ら
ず
や
。
然
る
に
此
れ
に

因
り
邦
家
の
疚
を
い
た
し
て
悟
ら
ざ
る
は
、
猶
ほ
可
な
り
。

夫
れ
萬
乘
の
尊
を
以
て
、
豎
子
の
手
に
窘
め
ら
れ
、
餓
渇
し

且
つ
免
れ
ず
、
厪
乎
遁
れ
出
で
、
匹
馬
霜
雪
を
踏
み
て
、
以

て
虎
口
を
脱
す
。
其
の
屈
辱
辛
苦
は
比
す
無
し
。
悔
い
て
怒

ら
ざ
る
を
欲
す
と
雖
も
得
ず
。
六
軍
の
凱
す
る
を
奏
す
る
に

及
び
、
鼎
肉
は
俎
に
在
れ
ば
、
則
ち
信
賴
の
腹
背
身
首
、
寸

に
之
れ
を
臠
る
。
猶
ほ
甘
心
す
る
に
足
ら
ず
。
上
皇
乃
ち
之

れ
が
爲
め
に
簡
を
折
り
節
を
飛
ば
し
、
戀
々
と
し
て
其
の
免

死
を
希
ふ
。
何
ぞ
溺
す
る
の
此
こ
に
至
ら
ん
や
。
是
れ
特
に

曉
る
可
か
ら
ざ
る
者
、
非
な
ら
ん
か
。
當
時
の
聽
く
者
、
蓋

し
目
を
瞋
ら
し
氣
を
作
さ
ざ
る
莫
し
。
然
り
而
し
て
平
氏
は

能
く
罪
を
聲な

ら
し
法
を
正
し
て
、
軍
民
歸
心
す
。
威
權
の
下

に
移
ら
ざ
る
を
欲
し
て
得
ん
や
。（
平
治
語（

（1
（

）

こ
こ
で
は
、
後
白
河
上
皇
が
悪
辣
な
藤
原
信
頼
を
偏
愛
し
て
い

た
こ
と
が
痛
烈
に
批
判
さ
れ
る
と
と
も
に
、
政
権
が
朝
廷
か
ら
平
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氏
に
移
っ
た
理
由
が
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
平
氏
が
信
頼
の

罪
過
を
明
か
し
て
法
を
正
し
た
こ
と
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て
軍

も
民
も
心
を
平
氏
に
寄
せ
た
と
い
う
。
つ
ま
り
、
仁
政
と
い
う
儒

家
的
な
徳
治
で
は
な
く
、
法
家
的
な
法
治
に
よ
っ
て
も
民
の
心
を

得
ら
れ
る
と
い
う
の
が
、
履
軒
の
治
世
観
な
の
で
あ
っ
た
。

な
お
、
付
け
く
わ
え
る
な
ら
ば
、「
威
權
」
が
下
に
移
っ
た
と

表
現
し
て
い
る
こ
と
に
も
留
意
し
た
い
。
履
軒
は
延
元
語
で
は
武

家
へ
の
政
権
移
譲
を
「
威
福
」
が
下
に
移
る
と
も
表
現
し
て
お
り
、

政
権
は
「
威
」
即
ち
悪
事
を
な
す
も
の
を
威
し
懲
ら
し
め
る
こ
と

が
重
要
で
あ
る
と
い
う
観
念
を
有
し
て
い
た
こ
と
が
知
れ
よ
う
。

も
っ
と
も
、
履
軒
の
史
観
に
お
い
て
平
氏
政
権
は
、「
抑
も
覇

の
興
る
や
、
王
政
固
よ
り
之
れ
が
爲
め
に
歐
る
。
然
る
に
其
の
歸

を
要
す
る
に
、
平
氏
な
る
者
は
其
の
罪
の
魁
な
り（

（1
（

」（
平
語
上
）

と
評
さ
れ
る
。
平
氏
は
、
王
朝
が
政
権
を
喪
失
し
て
覇
が
競
わ
れ

る
よ
う
に
な
っ
た
最
初
の
罪
人
と
さ
れ
て
い
る
点
に
は
留
意
し
て

お
く
必
要
が
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
う
し
て
見
て
み
る
と
、
人
民
が
心
を
寄
せ
る
こ
と
に

よ
っ
て
政
権
が
担
保
さ
れ
る
と
す
る
構
図
は
、
確
か
に
履
軒
『
通

語
』
の
社
会
観
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
裏
で
履
軒
が
関
心
を
寄

せ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
が
、
政
権
が
武
家
に
移
り
な
が
ら
も
、

簒
奪
が
発
生
せ
ず
、
皇
統
が
聯
綿
と
継
続
し
て
い
る
根
拠
で
あ
ろ

う
。
履
軒
は
平
語
上
の
冒
頭
で
次
に
よ
う
に
言
っ
て
い
る
。

野
史
氏
曰
く
。
天
七
地
五
尚
し
。
神
武
宇
を
闢
き
、
斯
の
人

極
を
立
つ
。光
は
日
月
に
參
は
り
、緒
は
天
壤
に
等
し
。聖
々

相
ひ
承
け
、
姓
の
犯
す
可
き
無
し
。
但
だ
之
れ
を
天
孫
と
謂

ふ
の
み
。
叔
世
の
紀
網
は
陵
遲
し
、
野
戰
の
血
、
重
明
の

昃か
た
むき

、
一
つ
と
し
て
足
ら
ず
。
降
り
て
保
元
・
治
承
を
歴

て
極
む
。
眇
め
し
て
視
て
跛か

た
より

て
履
み
、
一
治
一
亂
し
、
寰

宇
は
永
く
武
人
の
有
つ
と
爲
り
、
其
の
呑
噬
を
恣
に
す
る
に

當
た
り
て
天
地
爲
め
に
震
動
す
。
離
宮
の
餓
ゑ
、
絶
島
の
狩
、

王
道
は
線い

と

の
如
く
、
其
の
手
に
綰た

が

ね
ら
る
。
然
る
に
皆
な
敢

て
涎
を
彝
鼎
に
流
さ
ず
、
而
し
て
大
統
は
今
に
至
る
。
穆
と

し
て
天
上
に
在
る
が
如
き
者
は
何
ぞ
や
。
豈
に
天
を
畏
る
る

か
、
將
た
民
彝
の
以
て
廢
す
可
か
ら
ざ
ら
ん
か
。
嗟
あ
是
れ

我
が
邦
の
禮
文
、
卓
然
と
し
て
外
國
に
度
越
す
る
者
な
り
。

余
是
こ
に
於
い
て
か
、
未
だ
嘗
て
蹶
然
と
し
て
歎
ぜ
ざ
る
な

し
。（
平
語
上（

（1
（

）

こ
の
一
節
は
、
無
鬼
論
で
知
ら
れ
る
履
軒
の
も
の
と
考
え
れ
ば

不
思
議
な
感
じ
が
す
る
か
も
し
れ
な
い
。
天
神
七
代
・
地
神
五
代

と
い
う
創
世
神
話
か
ら
記
述
を
始
め
て
い
る
の
で
あ
る
。し
か
し
、

ど
う
し
て
わ
ざ
わ
ざ
神
話
か
ら
記
述
を
始
め
て
い
る
の
か
と
言
え

ば
、
そ
れ
は
皇
統
が
断
絶
せ
ず
に
履
軒
在
世
当
時
の
今
に
至
る
ま

で
穆
々
と
し
て
上
に
在
す
理
由
を
問
う
た
め
で
あ
っ
た
。即
ち「
天
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を
畏
る
る
か
、
將
た
民
彝
の
以
て
廢
す
可
か
ら
ざ
ら
ん
か
」
と
は
、

皇
統
は
天
と
い
う
超
常
的
存
在
、
即
ち
神
威
に
よ
っ
て
根
拠
付
け

ら
れ
て
一
系
た
ら
し
め
ら
れ
て
い
る
の
か
、
或
い
は
人
々
が
有
す

る
人
倫
に
よ
っ
て
廃
絶
さ
れ
な
か
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
い
か
け

で
あ
り
、
こ
れ
こ
そ
『
通
語
』
の
特
色
と
し
て
指
摘
し
て
お
か
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
一
系
の
皇
統
と
い
う
現
実
を
前
に

し
て
、
そ
こ
か
ら
神
の
幸さ

ち
わう

神
国
の
誉
れ
を
読
み
取
る
の
か
、
そ

れ
と
も
揺
る
ぎ
な
い
忠
義
を
堅
持
す
る
日
本
人
の
高
潔
さ
を
読
み

取
る
の
か
と
い
う
問
題
で
も
あ
る
。
そ
し
て
、『
通
語
』
は
こ
の

問
い
に
対
応
す
る
記
述
に
よ
っ
て
擱
筆
し
て
い
る
。

『
通
語
』
の
末
尾
と
な
る
南
語
の
野
史
氏
の
言
に
、
次
の
よ
う

に
あ
る
。

野
史
氏
曰
く
、
故
老
道い

ふ
、
芳
野
川
に
村
有
り
。
川
を
夾
み

て
邑
す
。
南
村
の
民
は
、
今
に
至
る
ま
で
肯
へ
て
北
村
と
交

姻
せ
ず
。
南
朝
の
時
、
其
の
嘗
て
制
を
足
利
氏
に
受
く
る
を

以
て
す
る
な
り
。
之
れ
を
汚
と
す
。
余
嘗
て
南
遊
し
芳
山
に

登
り
、
降
り
て
芳
川
を
觀
、
之
れ
を
訪
ね
て
信
ず
る
な
り
。

嗚
乎
其
れ
何
ぞ
以
て
之
れ
を
民
に
得
ん
や
。夫
れ
南
朝
の
時
、

忠
信
は
以
て
之
れ
を
結
ぶ
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
恩
惠
は
以
て

之
れ
を
保
つ
に
足
ら
ざ
る
な
り
。
刑
辟
は
以
て
之
れ
を
威
す

に
足
ら
ざ
る
な
り
。
日
び
其
の
子
弟
を
戰
は
せ
、
月
づ
き
其

の
父
兄
を
死こ

ろ

し
、
之
が
稼
穡
を
奪
ひ
、
之
が
衣
食
を
糜つ

ひ

や
す
。

斯
く
の
若
き
の
み
。
其
れ
何
ぞ
以
て
之
れ
を
民
に
得
ん
や
。

嗚
乎
民
の
上
を
戴
く
は
久
し
き
か
な
。
豈
に
先
王
の
餘
烈
に

非
ざ
ら
ん
や
。
抑
そ
も
亦
た
以
て
民
の
德
を
好
む
を
觀
る
可

き
か
な
。（
南
語（

（1
（

）

南
朝
の
施
政
は
民
に
と
っ
て
苦
し
み
を
強
い
る
も
の
で
あ
っ

た
が
、
そ
れ
で
も
今
に
至
る
ま
で
、
南
朝
の
施
政
し
て
い
た
地
で

は
南
朝
が
民
を
掴
ん
で
離
さ
な
い
。
そ
れ
は
、
先
王
の
威
光
に
よ

る
も
の
で
は
あ
ろ
う
が
、
そ
れ
以
上
に
、
民
衆
に
は
徳
を
好
む
と

い
う
性
質
が
あ
る
こ
と
を
見
出
せ
よ
う
と
言
っ
て
、
履
軒
は
筆
を

置
く
。

こ
の
履
軒
の
語
り
よ
う
か
ら
、
一
つ
の
特
色
を
浮
か
び
上
が
ろ

う
。
そ
れ
は
、
上
下
の
関
係
が
結
ば
れ
て
そ
れ
が
維
持
さ
れ
る
原

動
力
を
、
上
に
立
つ
者
の
行
為
や
道
徳
性
で
は
な
く
、
下
に
あ
る

者
の
主
体
的
な
道
徳
性
に
求
め
よ
う
と
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。

抑
も
儒
家
の
観
念
で
は
、
為
政
者
が
有
徳
で
あ
れ
ば
人
民
も
道

徳
を
知
り
、
為
政
者
が
非
道
で
あ
れ
ば
人
民
も
道
徳
を
身
に
つ
け

な
い
と
い
う
も
の
で
、
そ
れ
を
端
的
に
語
る
孔
子
の
「
君
子
の
徳

は
風
な
り
、
小
人
の
徳
は
草
な
り
。
草 

之
れ
に
風
を
上く

は

ふ
れ
ば
、

必
ず
偃ふ

す
（『
論
語
』
顔
淵（

（1
（

）」
と
い
う
言
葉
が
有
名
で
あ
ろ
う
。

そ
し
て
、
為
政
者
の
道
徳
性
に
依
拠
す
る
政
治
で
は
、
上
に
立
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つ
為
政
者
が
民
衆
を
慮
っ
て
慈
愛
や
恩
恵
を
与
え
る
も
の
で
あ

り
、
そ
し
て
、
上
か
ら
与
え
ら
れ
る
も
の
に
対
し
て
民
衆
が
ど
の

よ
う
に
反
応
す
る
か
は
、
実
は
民
衆
の
視
点
か
ら
は
考
慮
さ
れ
な

い
。
上
が
恩
恵
を
与
え
れ
ば
下
は
自
動
的
に
感
謝
し
て
上
に
心
を

寄
せ
、
上
が
暴
虐
で
あ
れ
ば
下
は
自
動
的
に
上
か
ら
心
を
離
す
。

つ
ま
り
、
民
衆
と
は
社
会
に
と
っ
て
客
体
に
過
ぎ
ず
、
治
世
に
な

る
か
乱
世
に
な
る
か
は
、
主
体
者
た
る
為
政
者
の
行
為
に
の
み
関

わ
っ
て
お
り
、
民
衆
の
主
体
性
は
想
定
さ
れ
な
い
の
で
あ
る
。

と
こ
ろ
が
、
履
軒
は
歴
史
を
振
り
返
っ
て
、
日
本
の
民
衆
に
道

徳
を
好
む
と
い
う
性
質
が
あ
る
こ
と
を
見
出
す
べ
き
と
し
て
、
民

衆
の
主
体
性
を
前
提
と
し
た
社
会
モ
デ
ル
を
描
い
て
い
る
。
よ
っ

て
、
王
室
が
悪
政
を
敷
い
て
も
、
民
衆
自
身
が
徳
を
好
む
と
い
う

性
質
か
ら
、
民
衆
が
自
主
的
に
王
室
に
対
し
て
忠
誠
を
捧
げ
、
そ

れ
が
時
を
超
え
て
持
続
す
る
。
履
軒
は
直
接
に
は
言
わ
な
い
も
の

の
、
理
屈
の
上
か
ら
考
え
る
と
、
為
政
者
が
善
政
を
敷
い
て
も
民

が
支
持
し
な
い
と
い
う
事
態
も
あ
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
と
ど
の

詰
ま
り
、『
通
語
』
に
描
か
れ
る
履
軒
の
史
観
に
お
い
て
、
仁
政

の
重
視
と
は
実
は
最
上
位
に
位
置
付
け
ら
れ
る
よ
う
な
特
色
と
は

言
い
難
い
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。

こ
う
し
た
民
衆
に
主
体
性
を
付
与
し
た
社
会
モ
デ
ル
に
お
い
て

皇
統
が
継
続
し
て
来
た
根
拠
は
、
も
は
や
神
威
に
求
め
る
こ
と
は

出
来
な
い
。
民
衆
が
有
す
る
倫
理
性
が
発
揮
さ
れ
る
こ
と
で
、
皇

統
の
不
断
や
正
統
性
が
担
保
さ
れ
る
の
で
あ
る
。
西
村
天
囚
は
履

軒
が
『
通
語
』
を
執
筆
し
た
動
機
の
一
つ
と
し
て
、『
保
建
大
記
』

が
南
朝
正
統
の
根
拠
を
神
器
に
求
め
た
こ
と
に
あ
る
の
を
不
満
に

思
っ
た
か
ら
で
は
な
い
か
と
示
唆
し
て
い
る
が（

（1
（

、
妥
当
と
言
え
よ

う
。更

に
付
け
加
え
れ
ば
、『
通
語
』
の
中
で
は
、
為
政
者
の
能
力

や
道
徳
性
と
為
政
者
の
行
為
と
が
切
り
離
さ
れ
て
し
ま
っ
て
い
る

こ
と
も
、
注
目
に
値
し
よ
う
。

延
元
語
の
冒
頭
に
お
け
る
野
史
氏
の
言
で
は
、
後
醍
醐
天
皇
を

次
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
。

嗚
呼
、
帝
は
世
主
に
非
ざ
る
な
り
。
知
は
以
て
之
れ
を
知
る

に
足
り
、
仁
は
以
て
之
れ
を
守
る
に
足
り
、
能
は
ざ
る
に
非

ざ
る
な
り
。
一
旦
に
謬
迷
し
て
好
惡
顚
倒
す
。（
延
元
語（

（1
（

）

後
醍
醐
天
皇
は
、
知
や
仁
は
十
分
に
有
っ
た
が
、
好
悪
と
い
う

感
情
の
面
で
誤
っ
て
し
ま
い
、
結
果
、
失
政
し
た
人
物
と
し
て
描

か
れ
る
の
で
あ
る
。

以
上
、『
通
語
』
に
窺
え
る
履
軒
の
歴
史
観
の
特
色
を
探
っ
て

き
た
が
、
履
軒
は
民
衆
の
主
体
的
な
道
徳
性
を
歴
史
か
ら
読
み
取

り
、
且
つ
為
政
者
の
道
徳
性
と
政
治
行
為
と
を
分
離
す
る
と
い
う

思
考
に
基
づ
い
て
い
た
こ
と
が
理
解
さ
れ
よ
う
。
山
中
の
説
く
履
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軒
後
年
の
リ
ア
ル
な
人
間
へ
の
眼
差
し
は
、『
通
語
』
執
筆
時
に

既
に
存
在
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

名
分
的
秩
序
や
仁
政
に
着
目
す
る
の
み
で
は
、『
通
語
』
に
見

え
る
履
軒
早
期
の
史
観
は
、
確
か
に
儒
者
と
し
て
は
当
た
り
前
す

ぎ
て
個
性
を
見
出
し
難
い
か
も
知
れ
な
い
。
し
か
し
、
民
衆
に
主

体
性
を
認
め
た
社
会
モ
デ
ル
に
よ
っ
て
歴
史
を
把
握
し
よ
う
と
す

る
史
観
や
、
為
政
者
の
道
徳
性
と
政
治
行
為
と
を
切
り
離
す
思
考

は
特
筆
す
べ
き
で
あ
ろ
う
し
、
そ
の
後
に
履
軒
が
展
開
し
て
い
っ

た
思
想
の
根
幹
に
も
関
わ
っ
て
い
る
。

四
、�

い
わ
ゆ
る
民
本
主
義
に
対
す
る�

�

履
軒
の
見
解

民
衆
に
主
体
的
道
徳
性
を
付
与
し
、
為
政
者
の
道
徳
性
を
政
治

行
為
と
切
り
離
す
と
い
う
『
通
語
』
の
史
観
の
特
色
は
、
履
軒
後

年
の
思
想
に
お
い
て
も
確
認
で
き
る
。
し
か
も
、
こ
れ
が
単
に
履

軒
一
人
に
止
ま
ら
ず
、
懐
徳
堂
諸
儒
に
共
有
さ
れ
て
い
た
認
識
で

も
あ
っ
た
こ
と
を
、
論
者
は
今
ま
で
手
掛
け
て
き
た
懐
徳
堂
研
究

の
中
で
論
じ
て
き
た
。

皇
統
の
継
続
根
拠
を
民
衆
の
道
徳
性
に
求
め
る
と
い
う
点
に
関

し
て
は
、
日
本
近
世
思
想
史
を
振
り
返
る
と
、
実
は
浅
見
絅
斎
と

谷
秦
山
と
の
論
争
に
端
を
発
し
て
い
る
。
崎
門
に
あ
っ
て
神
儒
を

兼
習
し
た
秦
山
は
皇
統
の
根
拠
を
神
威
に
、
対
し
て
絅
斎
は
人
民

の
道
徳
性
に
求
め
た
が
、
懐
徳
堂
の
五
井
蘭
洲
と
中
井
竹
山
・
履

軒
兄
弟
は
絅
斎
の
路
線
を
引
き
継
い
で
い
た（

（1
（

。
ま
た
、
懐
徳
堂
の

統
治
論
で
は
、
や
は
り
蘭
洲
・
竹
山
・
履
軒
が
、
治
世
は
民
衆
が

主
体
的
に
社
会
倫
理
を
遵
守
す
る
こ
と
で
実
現
さ
れ
る
と
い
う
社

会
モ
デ
ル
を
想
定
し
て
お
り
、
ま
た
為
政
者
の
道
徳
性
が
治
世
に

織
り
込
ま
れ
て
い
な
い
と
い
う
点
で
、
懐
徳
堂
の
儒
学
は
実
は
徂

徠
学
を
朱
子
学
に
よ
っ
て
再
解
釈
し
て
こ
れ
を
発
展
さ
せ
た
も
の

で
あ
っ
た
と
位
置
付
け
ら
れ
る（

（1
（

。
履
軒
早
期
の
著
作
で
あ
る
『
通

語
』
は
、
こ
う
し
た
懐
徳
堂
の
思
想
的
特
色
が
色
濃
く
反
映
さ
れ

た
歴
史
書
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
で
、
民
衆
に
主
体
性
を
認
め
た
場
合
、
履
軒
は
君
民
の

位
置
付
け
に
つ
い
て
は
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
た
の
で
あ
ろ
う

か
。
そ
れ
を
端
的
に
窺
わ
せ
る
の
が
、
儒
教
的
民
本
主
義
の
文
脈

に
お
い
て
有
名
な
、『
孟
子
』
尽
心
章
句
下
の
「
民
を
貴
と
為
す
」

の
一
節
に
対
す
る
後
年
の
注
釈
で
あ
る
。
履
軒
は
朱
子
の
注
釈
を

否
定
す
る
の
で
、
枕
と
し
て
い
る
朱
注
を
先
に
見
て
お
こ
う
。

孟
子
曰
く
、
民
を
貴
し
と
爲
す
。
社
稷
之
れ
に
次
ぐ
。
君
を

輕
し
と
爲
す
。

…
…
。
蓋
し
國
は
民
を
以
て
本
と
爲
す
。
社
稷
も
亦
た
民

の
爲
に
し
て
立
つ
。
而
し
て
君
の
尊
き
は
、
又
た
二
者
の
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存
亡
に
係
る
。
故
に
其
の
輕
重
此
く
の
如
し
。

是
の
故
に
丘
民
に
得
て
天
子
と
爲
る
。
天
子
に
得
れ
ば
諸
侯

と
爲
る
。
諸
侯
に
得
れ
ば
大
夫
と
爲
る
。

「
丘
民
」
は
田
野
の
民
に
し
て
、
至
り
て
微
賤
な
り
。
然

れ
ど
も
其
の
心
を
得
れ
ば
、
則
ち
天
下
之
れ
に
歸
す
。

…
…
。（『
孟
子
集
注
』
尽
心
章
句
下（

（1
（

）

朱
子
の
解
説
に
基
づ
け
ば
、
民
衆
及
び
社
稷
が
天
子
の
尊
貴
を

左
右
す
る
こ
と
に
な
る
が
、
民
衆
の
心
を
得
る
こ
と
で
天
下
が
帰

服
し
天
子
と
し
て
立
つ
こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
る
。
ち
な
み
に
、

そ
の
民
心
を
得
る
方
法
が
、
民
の
喜
ぶ
こ
と
を
し
て
嫌
が
る
こ
と

を
し
な
い
こ
と
で
あ
る
。

天
下
を
得
る
に
道
有
り
。
其
の
民
を
得
れ
ば
、
斯
ち
天
下
を

得
。
其
の
民
を
得
る
に
道
有
り
。
其
の
心
を
得
れ
ば
、
斯
ち

民
を
得
。
其
の
心
を
得
る
に
道
有
り
。
欲
す
る
所
を
之
れ
が

與た
め

に
之
れ
を
聚
め
、
惡
む
所
を
施
す
こ
と
勿
き
の
み
。（『
孟

子
集
注
』
離
婁
章
句
上（

（2
（

）

か
く
し
て
朱
子
に
基
づ
け
ば
、
為
政
者
が
善
政
を
行
え
ば
自
動

的
に
民
衆
は
為
政
者
を
支
持
す
る
よ
う
に
な
る
と
い
う
も
の
で
あ

り
、民
衆
の
主
体
的
判
断
や
道
徳
性
に
言
及
さ
れ
る
こ
と
は
な
い
。

飽
く
迄
も
君
主
こ
そ
が
社
会
の
主
体
的
構
成
者
な
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
、
履
軒
後
年
の
手
に
な
る
『
孟
子
逢
原
』
は
、
次

の
よ
う
に
注
を
施
し
て
い
る
。

首
節
の
「
貴
」・「
輕
」
は
、
唯
だ
其
の
次
第
を
擧
ぐ
る
の
み

に
し
て
、
未
だ
其
の
義
を
發
せ
ず
。
…
…
。
且
つ
「
君
の
尊

き
は
二
者
に
係
る
」
と
言
ふ
は
、
經
文
遞
送
の
語
氣
を
失
す
。

從
ふ
可
か
ら
ず
。
…
…
。

「
得
乎
」
は
、「
獲
於
上
有
道
」
の
「
獲
於
」
と
同
じ
。
丘
民

の
喜
ぶ
所
を
爲
す
を
謂
ふ
な
り
。
…
…
。
得
る
者
は
、
民
之

れ
を
得
る
な
り
。
民
心
を
得
る
の
謂
ひ
に
非
ず
。（『
孟
子
逢

原
』
尽
心（

（2
（

）

履
軒
は
、
孟
子
が
民
を
「
貴
」
い
と
表
現
し
て
い
る
こ
と
に
つ

い
て
、
こ
れ
は
単
な
る
説
明
の
順
序
立
て
で
あ
っ
て
、
価
値
を
表

し
て
は
い
な
い
と
す
る
。
そ
し
て
、
君
主
の
地
位
が
民
衆
・
社
稷

に
左
右
さ
れ
る
と
す
る
朱
子
の
解
釈
も
否
定
す
る
。
こ
れ
を
要
す

る
に
、
君
主
の
地
位
と
は
民
衆
の
意
向
に
よ
っ
て
変
動
す
る
こ
と

の
な
い
、
普
遍
的
地
位
で
あ
る
と
し
て
理
解
し
た
い
と
い
う
こ
と

に
な
る
が
、
裏
を
返
せ
ば
君
主
が
悪
政
を
し
て
も
地
位
を
失
わ
な

い
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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ま
た
、「
獲
於
上
有
道
」
と
は
離
婁
章
句
上
に
お
け
る
孟
子
の

言
葉
で
あ
る
が
、
朱
子
は
「「
上
に
獲
ら
る
」
は
、
其
の
上
の
信

任
を
得
る
な
り（

（2
（

」
と
注
し
て
お
り
、
下
位
者
が
上
位
者
に
登
用
さ

れ
る
の
に
は
方
法
が
あ
る
と
い
う
意
味
と
な
る
。
そ
し
て
こ
の
点

に
つ
い
て
は
履
軒
も
同
様
の
理
解
を
し
、「
識
抜（

（2
（

」
即
ち
能
力
を

見
出
さ
れ
て
抜
擢
さ
れ
る
こ
と
と
す
る
。
と
こ
ろ
が
、
そ
れ
を
尽

心
章
句
下
の
「
得
乎
丘
民
而
爲
天
子
」
に
代
入
す
る
と
、「
民
衆

に
能
力
を
見
出
さ
れ
抜
擢
さ
れ
て
天
子
に
な
る
」
と
い
う
意
味
に

な
り
、「
民
衆
が
天
子
を
選
抜
す
る
」
と
い
う
文
意
に
な
る
。
よ
っ

て
、
朱
注
の
民
の
心
を
得
る
と
い
う
理
解
は
否
定
さ
れ
、
飽
く
迄

も
「
民
」
が
主
体
と
さ
れ
る
。
つ
ま
り
、
履
軒
は
民
衆
の
主
体
的

判
断
に
よ
り
君
位
は
担
保
さ
れ
て
い
る
と
い
う
観
念
を
提
示
し
た

こ
と
に
な
る
。

こ
の
「
民
を
貴
し
と
爲
す
」
の
一
節
を
始
め
、『
孟
子
』
の
所

謂
民
本
主
義
的
言
説
は
、
日
本
に
お
い
て
は
忌
避
さ
れ
、
日
本
の

諸
儒
も
そ
の
扱
い
に
苦
労
し
て
い
た（

（2
（

。
そ
れ
は
、
日
本
で
は
易
姓

革
命
が
存
在
せ
ず
、
ま
た
仮
に
徳
川
幕
府
を
新
王
朝
と
見
做
し
た

と
し
て
も
将
軍
家
の
「
革
命
」
に
言
及
す
る
の
は
憚
ら
れ
る
か
ら

で
あ
る
が
、
こ
う
し
た
中
、『
孟
子
逢
原
』
を
作
成
し
た
後
年
の

履
軒
は
、
君
主
の
地
位
は
民
衆
と
は
独
立
し
て
保
証
さ
れ
て
い
る

が
、
一
方
で
民
衆
は
主
体
性
を
発
揮
し
て
君
主
の
地
位
を
支
持
す

る
と
い
う
、
一
見
す
る
と
矛
盾
す
る
か
の
よ
う
な
君
民
観
を
提
示

し
て
い
る
。

勿
論
、
履
軒
は
こ
れ
を
孟
子
の
奇
論
で
あ
る
と
し
て
読
者
に
一

定
の
留
意
を
促
す
も
の
の
、
孟
子
の
発
言
を
根
本
か
ら
否
定
し
よ

う
と
は
し
な
い
。
抑
も
君
主
の
立
場
を
尊
重
し
よ
う
と
す
る
な
ら

ば
、
朱
子
の
よ
う
に
君
主
を
主
体
と
し
て
解
釈
し
、
君
主
が
政
治

行
為
に
よ
っ
て
民
衆
の
心
を
獲
得
す
る
と
い
う
よ
う
に
理
解
し
て

お
け
ば
穏
当
で
あ
る
。
し
か
し
、
履
軒
は
敢
え
て
民
衆
を
主
体
と

し
て
理
解
を
試
み
る
。

君
位
が
民
衆
か
ら
独
立
し
て
い
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
日
本
の

特
殊
性
か
ら
生
じ
た
見
解
と
し
て
は
理
解
は
容
易
か
ろ
う
し
、
履

軒
に
限
っ
た
話
で
も
な
い
。
何
せ
、
一
系
の
皇
統
が
現
前
し
て
い

る
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
為
政
者
の
道
徳
性
と
切
り
離
さ
れ
た
民

衆
の
主
体
的
道
徳
性
に
つ
い
て
は
、
朱
子
の
言
説
か
ら
は
直
接
的

に
は
出
て
こ
な
い
。
す
る
と
、
朱
子
学
が
日
本
近
世
に
お
い
て
展

開
す
る
中
で
、
こ
う
し
た
思
想
が
登
場
し
て
ゆ
く
過
程
を
考
え
る

際
、
履
軒
ら
懐
徳
堂
諸
儒
の
民
衆
観
は
大
い
に
注
目
す
べ
き
で
あ

ろ
う
。

こ
う
し
て
見
る
と
、『
通
語
』に
見
え
る
履
軒
の
思
想
的
特
色
は
、

履
軒
が
生
涯
抱
い
て
い
た
も
の
で
あ
っ
た
と
言
え
よ
う
。
ま
た
、

そ
れ
が
史
論
に
反
映
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
、
日
本
近
世
の
歴

史
思
想
の
展
開
を
考
え
る
際
に
履
軒
『
通
語
』
は
改
め
て
注
目
す

べ
き
で
あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
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五
、
お
わ
り
に

本
論
で
は
、
中
井
履
軒
『
通
語
』
の
特
色
に
つ
い
て
、
旧
説
を

見
直
す
べ
く
改
め
て
初
歩
的
考
察
を
行
な
っ
た
。

従
来
、『
通
語
』
の
特
徴
と
し
て
、
名
分
的
秩
序
と
仁
政
と
を

重
視
す
る
と
い
う
点
が
指
摘
さ
れ
、
儒
家
と
し
て
は
格
別
な
特
色

を
有
す
る
と
は
言
え
な
い
と
い
う
評
価
が
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、『
通
語
』
に
お
け
る
履
軒
の
史
論
を
検
討
す
る
と
、

そ
こ
に
は
民
衆
が
主
体
的
に
道
徳
性
を
発
揮
す
る
と
い
う
民
衆

観
、
及
び
為
政
者
の
道
徳
性
と
政
治
行
為
と
が
切
り
離
さ
れ
て
い

る
と
い
う
特
色
が
見
出
せ
た
。
こ
れ
は
履
軒
が
生
涯
有
し
て
い
た

思
想
的
特
色
で
あ
り
、
履
軒
早
期
の
手
に
な
る
『
通
語
』
は
か
か

る
観
念
に
基
づ
い
た
歴
史
書
で
あ
っ
た
わ
け
で
あ
る
。

注（
１
）	

黑
田
秀
教
「
懐
徳
堂
に
見
る
華
夷
論
の
超
剋
―
中
井
履
軒
『
弁
妄
』
を

手
掛
か
り
と
し
て
―
」（『
台
大
日
本
語
文
研
究
』
第
三
十
六
期
、
中
華

民
国
一
〇
七
年
）。

（
２
）	

井
上
了
「
明
治
に
お
け
る
『
通
語
』：
南
朝
正
統
論
者
と
し
て
の
中
井

履
軒
」（『
懐
徳
』
八
十
五
号
、
平
成
二
十
九
年
）。

（
３
）	

久
米
裕
子
「
中
井
履
軒
『
通
語
』
諸
注
釈
書
小
考
：
そ
の
特
色
と
漢
文

教
材
と
し
て
の
可
能
性
に
つ
い
て
」（『
中
国
研
究
集
刊
』
六
十
九
号
、

令
和
五
年
）。

（
４
）	『
通
語
』
テ
ク
ス
ト
は
、
大
阪
大
学
附
属
図
書
館
蔵
の
中
井
履
軒
自
筆

本
を
用
い
た
。ま
た
引
用
に
際
し
て
は
正
字
に
よ
っ
て
表
記
し
て
い
る
。

（
５
）	

小
堀
一
正
・
山
中
浩
之
・
加
地
伸
行
・
井
上
明
大
『
中
井
竹
山
・
中
井

履
軒
』（
叢
書
・
日
本
の
思
想
家
㉔
、
明
徳
出
版
社
、
昭
和
五
十
五
年
）。

（
６
）	『
中
井
竹
山
・
中
井
履
軒
』、
二
百
六
十
七
頁
。

（
７
）	『
中
井
竹
山
・
中
井
履
軒
』、
二
六
七
～
二
六
八
頁
。

（
８
）	

時
野
谷
勝
「
懐
徳
堂
の
歴
史
観
」（『
季
刊
日
本
思
想
史
』
第
二
〇
号
、

昭
和
五
十
八
年
）。

（
９
）	

野
史
氏
曰
、『
詩
』
云
、「
兄
弟
既
翕
、
和
樂
且
耽
」、
言
其
相
愛
也
。「
脊

令
在
原
、
兄
弟
急
難
」、
言
其
相
親
也
。「
兄
弟
鬩
牆
、
外
禦
其
侮
」、

其
親
愛
出
於
天
也
。
君
子
之
道
無
他
、
能
天
其
天
而
已
矣
。
小
人
則
不

翅
不
能
天
其
天
、
又
使
人
不
能
天
其
天
、
故
君
子
鍳
於
保
元
之
故
有
懼

焉
。
保
元
之
變
、
始
於
兄
弟
相
奪
、
終
於
父
子
相
賊
、
則
其
天
安
在
哉
。

雖
然
跡
亂
之
所
由
、
其
來
漸
矣
。
乃
實
生
於
適
庶
無
辨
、
則
不
獨
夫
人

之
子
爲
有
罪
也
。嗚
乎
禮
之
不
可
以
廢
如
斯
與
。（
履
軒
自
筆
本『
通
語
』

一
、
一
葉
表
～
裏
）

（
10
）	
野
史
氏
曰
、
昔
者
彌
子
瑕
之
寵
於
衞
君
也
、
矯
君
駕
而
無
罪
、
翻
以
爲

賢
、
獻
餘
桃
而
弗
怒
、
以
爲
愛
己
。
及
其
愛
弛
也
、
之
二
者
皆
爲
戮
資
。

是
其
理
然
也
。
余
獨
感
於
平
治
之
故
。
嗚
乎　

上
皇
之
溺
於
信
賴
、
不

亦
甚
乎
。
然
因
此
致
邦
家
之
疚
而
弗
悟
、
猶
可
也
。
夫
以
萬
乘
之
尊
、
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窘
於
豎
子
之
手
、
饑
渇
且
不
免
、
厪
乎
遁
出
、
匹
馬
踏
霜
雪
、
以
脱
虎

口
。
其
屈
辱
辛
苦
無
比
。
雖
欲
不
悔
焉
而
怒
弗
得
。
及
六
軍
奏
凱
、
鼎

肉
在
俎
、
則
信
賴
之
腹
背
身
首
、
寸
臠
之
。
猶
不
足
甘
心
。　

上
皇
乃

爲
之
折
簡
飛
節
、
戀
々
希
其
免
死
。
何
溺
之
至
于
此
也
。
是
特
不
可
曉

者
、
非
邪
。
當
時
聽
者
、
蓋
莫
不
瞋
目
作
氣
。
然
而
平
氏
者
、
能
聲
罪

正
法
、
而
軍
民
歸
心
。
欲
威
權
不
下
移
而
得
乎
。（
履
軒
自
筆
本
『
通
語
』

一
、
十
五
葉
表
～
裏
）

（
11
）	

抑
覇
之
興
也
、
王
政
固
爲
之
歐
矣
。
然
要
其
歸
、
平
氏
者
其
罪
之
魁
也
。

（
履
軒
自
筆
本
『
通
語
』
一
、
十
七
葉
裏
）

（
12
）	

野
史
氏
曰
、
天
七
地
五
尚
矣
。　

神
武
闢
宇
、
立
斯
人
極
。
光
參
日
月
、

緒
等
天
壤
。
聖
々
相
承
、
無
姓
可
犯
。
但
謂
之
天
孫
耳
。
叔
世
紀
綱
陵

遲
、
野
戰
之
血
、
重
明
之
昃
、
不
一
而
足
。
降
歷
保
元
・
治
承
而
極
矣
。

眇
視
跛
履
、
一
治
一
亂
、
寰
宇
永
爲
武
人
之
有
、
當
其
恣
呑
噬
天
地
爲

震
動
。
離
宮
之
餓
、
絶
島
之
狩
、
王
道
如
線
、
綰
於
其
手
。
然
皆
不
敢

流
涎
乎
彝
鼎
、
而
大
統
至
于
今
。
穆
如
在
天
上
者
何
也
。
豈
畏
天
與
、

將
民
彝
之
不
可
以
廢
也
。
嗟
是
我
邦
禮
文
、
卓
然
度
越
於
外
國
者
。
余

於
是
乎
、
未
嘗
弗
蹶
然
嘆
焉
。（
履
軒
自
筆
本
『
通
語
』
一
、
十
七
葉

表
～
裏
）

（
13
）	

野
史
氏
曰
、
故
老
道
、
芳
野
川
有
村
。
夾
川
而
邑
焉
。
南
村
之
民
、
至

于
今
不
肯
與
北
村
交
姻
。
以
南
朝
之
時
、
其
嘗
受
制
於
足
利
氏
也
。
汚

之
矣
。
余
嘗
南
遊
登
芳
山
、
降
觀
于
芳
川
、
訪
之
信
也
。
嗚
乎
其
何
以

得
之
於
民
哉
。
夫
南
朝
之
時
、
忠
信
不
足
以
結
之
也
。
恩
惠
不
足
以
保

之
也
。
刑
辟
不
足
以
威
之
也
。
日
戰
其
子
弟
、
月
死
其
父
兄
、
奪
之
稼

穡
、
糜
之
衣
食
。
若
斯
而
已
矣
。
其
何
以
得
之
於
民
哉
。
嗚
乎
民
之
戴

上
久
矣
哉
。
豈
非
先
王
之
餘
烈
乎
。
抑
亦
可
以
觀
民
之
好
德
哉
。（
履

軒
自
筆
本
『
通
語
』
三
、
五
十
一
葉
裏
）

（
14
）	

君
子
之
德
風
、
小
人
之
德
草
。
草
上
之
風
、
必
偃
。（『
四
書
章
句
集
注
』、

中
華
書
局
、
公
元
一
九
八
三
年
）、
一
三
八
頁
。

（
15
）	

西
村
天
囚
『
懐
徳
堂
考
』
下
巻
（
懐
徳
堂
友
の
会
、
昭
和
五
十
九
年
）、

八
十
三
頁
。

（
16
）	

嗚
呼　

帝
非
世
主
也
、
知
足
以
知
之
、
仁
足
以
守
之
、
非
不
能
也
、
一

旦
謬
迷
好
惡
顚
倒
。（
履
軒
自
筆
本
『
通
語
』
三
、
二
十
四
葉
表
～
裏
）

（
17
）	

黑
田
秀
教
「
懐
徳
堂
に
見
る
華
夷
論
の
超
剋
―
中
井
履
軒
『
弁
妄
』
を

手
掛
か
り
と
し
て
―
」。

（
18
）	

黑
田
秀
教
「
懐
徳
堂
の
統
治
論
―
徂
徠
学
と
の
思
想
的
接
続
―
」（『
日

本
中
国
学
会
報
』
七
十
二
、
令
和
二
年
）。

（
19
）	

孟
子
曰
、
民
爲
貴
。
社
稷
次
之
。
君
爲
輕
。

	

　

�

…
…
。
蓋
國
以
民
爲
本
。
社
稷
亦
爲
民
而
立
。
而
君
之
尊
、
又
係
於

二
者
之
存
亡
。
故
其
輕
重
如
此
。

	

是
故
得
乎
丘
民
而
爲
天
子
。
得
乎
天
子
爲
諸
侯
。
得
乎
諸
侯
爲
大
夫
。

	
　

丘
民
、
田
野
之
民
、
至
微
賤
也
。
然
得
其
心
、
則
天
下
歸
之
。

…
…
。（『
四
書
章
句
集
注
』、
四
六
七
頁
）

（
20
）	
得
天
下
有
道
。
得
其
民
、
斯
得
天
下
矣
。
得
其
民
有
道
。
得
其
心
、
斯

得
民
矣
。
得
其
心
有
道
。
所
欲
與
之
聚
之
、
所
惡
勿
施
爾
也
。（『
四
書
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章
句
集
注
』、
二
八
〇
頁
）

（
21
）	
首
節
貴
輕
、
唯
擧
其
次
第
、
而
未
發
其
義
。
…
…
。
且
言
「
君
尊
係
於

二
者
」、
失
經
文
遞
送
語
氣
。
不
可
從
。
…
…
。

	

「
得
乎
」、
與
「
獲
於
上
有
道
」
之
「
獲
於
」
同
。
謂
爲
丘
民
所
喜
也
。

…
…
。
得
者
、
民
得
之
也
。
非
得
民
心
之
謂
。

	

（『
日
本
名
家
四
書
註
釈
全
書
』
第
十
巻
、
鳳
出
版
、
昭
和
四
十
八
年
）、

四
四
四
～
四
四
五
頁

（
22
）	

獲
於
上
、
得
其
上
之
信
任
也
。（『
四
書
章
句
集
注
』、
二
八
二
頁
）

（
23
）	『
日
本
名
家
四
書
註
釈
全
書
』
第
十
巻
、
二
一
二
頁
。

（
24
）	

野
口
武
彦
『
王
道
と
革
命
の
間
』（
筑
摩
書
房
、
昭
和
六
十
一
年
）、「
王

道
と
革
命
の
間
」
を
参
照
。

本
論
は
、
令
和
三
年
度
一
般
財
団
法
人
懐
徳
堂
記
念
会
研
究
助
成

に
よ
る
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

中井履軒『通語』初探 ― 黑田秀教

49


